
 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再度・重要】建設業の技能実習における受入れ基準の強化 

２０２０年１月１日 より建設業の技能実習における受入れ基準が強化されております。       

① 建設業法第３条許可を取得していること 

② 月給制の採用 

③ 建設キャリアアップシステムへの登録、企業は事業者 IDを取得していること         

現在、実習生を受け入れている企業、上記①②③の要件を満たさない場合は、新規の受入れが 

できませんので、ご注意下さい。 

※技能実習生１号は 2号移行時までに必ず建設キャリアアップシステムに登録完了すること   

技能実習計画認定申請時に技能実習生の建設キャリアアップシステム技能者ＩＤを明らかにする 

書類、建設キャリアアップカードの写しが必要になりますので、登録完了していないと、2号の 

実習計画認定が下りません。ご注意下さい。 

また２０２２年４月１日、以下の改正が適用となりました。 

④ 受入れ人数枠の設定強化 実習生の受入れ人数は、常勤雇用者数を超えないこと 

但し、優良な実習実施者及び一般監理団体の場合はこの基準は適用されません。 
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 組合員の皆様へ 

大変寒さの厳しい気候が続いておりますので、特に屋外作業では防寒対策を

しっかりして風邪・インフルエンザ等にかからないように、体調管理に十分

留意する様お願いします。コロナ感染症は全国的に第 8波に突入し、感染者

数が急増しておりますので引き続き、大声での会話禁止、密集した場所の   

回避、うがい、マスク着用、手洗い等の感染症対策を徹底願います。 

 

新年のご挨拶 

謹んで新春の祝詞を申し上げます。皆様には健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。旧年中は大変お世話になり、多くのご支援・ご協力を賜り、誠にありがとうございま

した。年末年始から全国的に大変厳しい寒波が襲来しておりますので、安全行動に十分留意

願います。又昨年末よりコロナ感染症、オミクロン株の第 8 波が流行しておりますが、今年

も組合職員一同更なる業務効率・サービスの向上に向け、気持ちを新たに努めて参ります。

皆様のより一層のご支援・ご指導を賜りますよう心からお願い申し上げます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技能実習計画の早期認定申請 

外国人技能実習機構では令和 4年 3月から技能実習生の入国が再開された事に伴い令和 4年 3月～ 

6 月に入国した技能実習生の第 2 号技能実習計画認定申請については申請が集中する事が予想される

為従来の「技能実習計画の認定申請は原則技能実習開始予定日の 6 ヶ月前から 3 ヶ月前まで」を「8

ヶ月前から受け付けます」に変更し、早期申請に協力してもらいたいとの通知を出しました。現在既

に外国人技能実習機構での認定作業には従来よりも相当の日数を要しておりますので、必要な情報・

資料の作成にはご協力をお願い致します。 

また、新たに新規実習生を採用される場合も、技能実習計画の認定には時間を要しているので、早期

に実習計画を策定願います。※希望入国日の 6ヵ月～9ヶ月前にご依頼をお願いします。 

 

技能実習生に対する人身取引の禁止 

技能実習生に対する「強制労働」や「中間搾取」は人身取引に該当する可能性がありますので   

絶対に行わないように願います。人身取引は重大な人権侵害であり、犯罪です。 

労働搾取目的の人身取引に該当する事案とは①法人または個人が財産上の利益を得る目的で、②暴

力の行使、脅迫、監禁、詐欺、権力の濫用または脆弱な立場に乗ずるなどの手段を用いて、③加害

者の影響下から離脱することを困難な状態に置いた上で、労働者の意思に反して働かせるの 3つの

要件を満たすものです。 

強制労働：労働者の意思に反して働かせる行為 

中間搾取：第三者が労働者の賃金を不当に得る行為 

暴力、脅迫、監禁その他の強制力：暴力、脅迫、監禁の他、怒鳴る、殴りかかろうとする 

権力の濫用または脆弱な立場に乗ずる：職場内の上下関係を利用して、相手の弱い立場につけ込む 

国外居住親族に係る扶養控除制度 

外国人技能実習生が国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、障碍者控除等の適用を受けるため

には一定の確認資料（親族関係書類・送金関係書類）の提出が必要です。また、令和 5 年 1 月からは

扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族（居住者の親族のうち、合計所得金額が 48万円以下

である者）のうち下記(1)から (3)のいずれかに該当する者に限られることとされました。 

(1)年齢 16歳以上 30歳未満の者 

(2)年齢 70歳以上の者 

(3)年齢 30歳以上 70歳未満の者のうち、①留学により国内に住所及び居住を有しなくなった者、 

②障害者、③※その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38万円以上 

受けている者 

  ※詳細は、別紙の同封書類にてご確認をお願いします。 

 緊急連絡先（24 時間） 

【事務局】        TEL ：048-755-9591     FAX：048-755-9827 

【組合職員携帯】    070-3667-8667（杉戸）    080-4477-6005（廣畑） 

                   080-4809-6669（李）     090-2323-7188（王） 

 










